
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１０月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９長第９５号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２１年６月１日 ０６時００分ごろ 

発生場所 熊本県八代港 八代港防波堤灯台から真方位１０４°４００ｍ付近 

（概位 北緯３２°３１.３′ 東経１３０°３２.２′） 

事故等調査の経過  平成２１年７月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 めいゆう丸、１９トン 

   ２６０-４５２１０兵庫、宗田造船株式会社、有限会社新鹿島海運 

Ｂ ボックスバージ Ｂ－１５０５、６２ｍ（全長） 

   なし、大旺新洋株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士 

Ｂ 無人 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 推進器翼欠損 

Ｂ なし 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか２人が乗り組み、船首約１.５０ｍ、船尾約１.９５ｍ

の喫水で、空船で船首約０.６０ｍ、船尾約０.８０ｍの喫水となった無人

のＢ船を押してＡ船押船列を構成し、八代港において、内港に至る水路を

東進中、平成２１年６月１日０６時００分ごろ、Ａ船の推進器が水路南側

の浅所に接触した。 

 Ａ船は、機関を停止して船体、機関室を調査したが、特に異常が認めら

れなかったので、そのまま着岸したが、その後、推進器の損傷が発見され

た。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ３ 

海象：潮汐 下げ潮中央期、波浪 なし 

その他の事項  海上保安庁刊行の海図Ｗ１２４３によれば、八代港内港に至る水路の入

口付近では、八代港第２号灯浮標までの間に、水深２ｍ未満の浅所が水路

南側の防波堤から約１００ｍにわたって存在する。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船押船列は、水路の南側に接近して航行し、浅

所に接近していた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が、八代港内港への水路入口付近を航行中、同水

路の南側に接近していたため、Ａ船が浅所に乗り揚げたことにより発生し

た可能性があると考えられる。 

 




